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令和６年第９回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和６年９月２５日「令和６年第９回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会

室に招集した。 

 招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

１番 深澤 伸治   ２番 宮䑓 功   ３番 澤地 正典   ４番 井上 勝 

５番 鈴木 守    ６番 岩壁 正和  ７番 三廻部 茂   ８番 波多野 寛 

９番 市川 和美  １０番 小松 佐一 １１番 鈴木 徹   １２番 橋本 保  

１３番 青木 莊一 １４番 牛村 律子 

 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。 

１５番 本多 洋  １６番 大貫 信夫 １７番 重田 政一  １８番 西海 正義 

１９番 西山 勝敏 ２０番 鴨志田ひろし 

 

 事務局の出席は次のとおりである。 

事務局長 秦 芳生、主幹兼管理係長 尾山 剛、主  査 加藤友彦、 

主  事 髙野 栞 

 

 会議事項は次のとおりである。 

日程第１ 議案第４４号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第４５号  相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

日程第３ 議案第４６号  相続税の納税猶予に関する特例農地等の利用状況確認につい 

            て 

日程第４ 議案第４７号  農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

日程第５ 議案第４８号  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

 

 審議事項は次のとおりである。 

（１）非農地証明書の証明願による専決処分について（報告） 

（２）生産緑地の斡旋について 

（３）農地転用届出による専決処分について 
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 会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は１４名です。また、農地利用最適化推進委員６名が

出席をしております。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

       次に、海老名市農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員

を指名させていただきますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしですので、９番委員と１０番委員を指名いたします。 

       それでは、議案書３ページから４ページ、４．報告事項の（１）活動状況

、（２）農地異動状況について、事務局からそれぞれ説明をお願いいたしま

す。 

【事務局長】 （先月の活動状況、農地異動状況を報告した。） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、報告事項ですのでこの程度にさせていただきます。 

       本日は、傍聴人がおりませんので、このまま会議を続けていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

       それでは、議案書５ページ、５．付議事項の日程第１、議案第４４号 農

地法第５条の規定による許可申請について を議題といたします。 

       受付番号１１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号１１、申請地は、上郷■■■■■■■番、登記簿地目、田、■■

■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます。転用者は、藤沢市■■■

■■■■■■、株式会社■■■■■■■■、代表取締役■■■■、譲渡人は

、上郷■■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、駐車場、権利の種類

は、所有権の移転です。現地の案内図等につきましては、資料１－１から１

－７を御覧ください。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画

図、断面図、平面図等をお配りしております。 

       以上です。 
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【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見につきましては私のほうから説明をさせていただきたいと

思います。 

       資料１－３を御覧ください。９月５日に代理人のアーバン事務所から説明

を受けました。申請地は、上郷■■■■■■■、ほか１筆ということです。

それで、そこを車両置場にするということで受けました。現状を見ますと、

北側は駐車場、東側は市道２８２号線、それに面している水田が２枚、その

南側が２８３号線に隣接しているのが駐車場になっております。西側は西部

排水路、そして県道５１号線ということで、車両置場で、東側に農地が２枚

あるのですけれども、日影等がないので、大きな問題はないかと思います。

一番問題になっていると思うのが敷地内浸透ということで、周りが水田です

ので、夏、水が張ります。そこで本当に浸透できるのかということが非常に

心配でした。それで、代理人のほうに、ブロック２段積みではなく３段積み

にしてくれということを要望いたしました。その１つの大きなあれとして、

東側に水路が走っています。これは上郷で使用頻度とか影響力が一番大きい

水路でして、ここで排水とか何かが流れてしまうと非常に被害が大きくなる

ということで、３段積みにしてほしいということを要望いたしました。そし

て、その水路と今回の敷地との境界が換地ですので、換地が草とかが出ると

、草の管理ができないということで、そこをコンクリートで固めて草が出な

いようにしてほしいという要望をいたし、その２項目について了解を得まし

た。そういうことで、この転用はやむを得ないと思っております。 

       以上です。 

       それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】 それでは、詳細説明をさせていただきます。 

       こちらの申請は、藤沢市に店を構えます株式会社■■■■■■■■が、事

業拡大のため、販売車両の駐車場としての転用申請となっております。会社

敷地内のほかにも、市内で同業者の協力で、現在、１０台ほど保管しており

ますが、その同業者の置場としても支障を来しており、保管している車両と

新規拡大分の駐車場として用地を探していたところ、申請地の所有者との合

意が形成できたことから、今回、申請がされました。 
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       資料１－１の中段の立地基準を御覧ください。今回の申請地ですが、農地

の区分は、第２種農地になります。これは、ＪＲ海老名駅より５００メート

ル以内にある農地であることから、２種農地として判断しております。 

       まず初めに、資料１－３から１－７までの資料に訂正がございまして、申

請地の周りの主に道路なのですけれども、こちら、今、棒線で認定外道路が

見え消しになっているかと思うんですが、こちらは法定外道路が正しいとい

うことで、法定外道路ということで修正願います。よろしくお願いいたしま

す。 

       １－３から１－７まで、認定外道路というのが入ってしまっているかと思

うんですが、そちらを法定外道路が正しいということで。 

【１９番委員】 法定外道路というのは４２条という形の認定道路とは違うんですか。４

２条第２項とありますよね。そういう意味の道路とは違うんですか。建築基

準法で４２条。 

【主幹兼管理係長】 法定外道路は建築基準法４２条の道路ではないということです。 

【事務局長】 ちなみに認定外道路という言葉はございません。道路認定はされているわ

けですから、認定されている道路で、業者の書き間違いでございます。これ

は建築基準法の法定外道路です。 

【    】 法定外道路というのが二重線で消してあるところ。 

【主  査】 それでは、資料１－３の土地利用計画図と１－４以降の断面図を御覧くだ

さい。図は、上側が北を指しております。こちらは先ほど会長からも説明が

ございましたが、申請地は、西側が西部排水路を挟んで県道町田厚木線、南

側と東側については海老名市道、北側は駐車場となっており、申請地の出入

口は県道側の１か所ということで、排水路には自費施工でボックスカルバー

トを設置しまして、地盤からの高さは、入り口部分を約９５センチ、その他

は約４０センチの高さとしまして、申請地の周囲をコンクリートブロック３

段を設置しまして、駐車の区画についてはトラロープで明示して、３６台分

の駐車場として整備し、使用するという計画になっております。なお、ボッ

クスカルバートの仕上げにつきましては、コンクリートかアスファルトのど

ちらかになるということで、道路管理課と営業所の間で現在調整中となって

おります。 
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       申請地の雨水等につきましては、東側に向け勾配を設けまして、砂利敷き

といたしまして、東側に浸透トレンチを設け、敷地内処理をする計画となっ

ております。また、今回、転用するに当たり、１番委員からの要望によりま

して、先ほどご説明もありましたが、東側境界からＵ字溝までを防草のコン

クリート打ちということで施工をする予定となっております。 

       以上、転用が不確実とされる要因は確認できませんで、周囲の土地への被

害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１２番委員。 

【１２番委員】 昨日、現地調査班の第２班５名と事務局２人で現地調査に行ってまいり

ました。資料１と資料２を見比べて説明いたします。 

       写真１枚、２枚、映っておりますが、この状態ですと、草ぼうぼうな休耕

田となっておりましたが、昨日の確認の時点では、全て草刈機で除草され、

きれいになっておりました。また、■■■番と■■■番の申請地には入り口

がございません。今、事務局から説明がありましたとおり、ボックスカルボ

ートで８メートルの進入路を造るということで、西部排水路にかけるという

こと、市の基準によって業者が施工するということで、何ら問題点はなかろ

うと判断をいたしました。 

       それから、■■■番の北側、これも既に駐車場化されて営業されておりま

す。また、■■■番の南側も、道路を挟んで駐車場となっておりまして、営

業しております。駐車場と駐車場の間に挟まれた農地でございました。 

       一番心配されるのは、先ほど会長からもありました、東側の水田にどう影

響するかという問題点でございます。申請番地の２筆の東側、きれいに水田

が耕作されておりまして、水路を挟んで農道があります。農道もきれいに整

備、草刈りをされておりました。この案件が駐車場とされていましても、こ

の近隣の農地へのトラクターの搬入、または大型のコンバインの搬入、農作

業で使う軽トラックの進入につきましても、何ら支障がないと考えておりま

した。 

       以上、この点について報告いたします。さらに皆さん方の図面での慎重な

審議をお願いするということで、報告を終わります。以上です。 



 6

【議  長】 それでは、受付番号１１について、質疑のある方。 

【１９番委員】 昨日、現地調査で見たときにあまり質問はなかったんですが、後でちょ

っと思ったのが、これは特殊な形の農地転用のように感じるんですよ。とい

うのは、まず市道３１０号線は、道路というか、道にはなっているんですが

、実際では水路の堀になっていると。だから、道路という形にはなっていな

い。ですから、当然、市道２８２号線が接道の定義としてこの開発行為を受

けているということだというふうに私は感じるんですよね。本来ならば道を

市道２８２号線のほうに出入口を造るのですが、そちらには造らないで、こ

の水路のほうをまたいで出入口をつけていると。この水路に関しては、河川

なのかちょっと分かりませんけれども、何らかの使用許可を取ってここに通

路を造るという形なのかなと思うんですよ。 

       もう１つ、ちょっと気になるのは、水路ができていないのにこうやって入

口を造ってしまうというのは、将来的にこの水路を造るときに、これが結構

な支障になってくるのではないのかと。これは海老名市の方針ですから、私

がどうのこうの言うあれはないんですけれども、ここの水路の工事を行うと

きに、もし工事が入ったとすれば、今まで農地だったところが駐車場になっ

ている、そうすると、工事を始めたときに、この駐車場に対して、出入口を

工事しちゃいますから、補償しなければいけないとか、そういったいろいろ

な問題が出てくるような気がするんですね。だから、この農地転用に関して

は、確かに２種農地として問題はないんですけれども、ちょっと特殊な形な

のかなと感じるんですが、どうでしょうか。 

【事務局長】 特殊か、特殊じゃないかと言われると、この沿線、既に幾つか沿道サービ

スを含め、農転していると思うのですけれども、ずっと南のほうに行ったり

とかね。今までもあったと思います。ただ、駐車場になった後、西部排水路

の工事等に関してのそういったものについては、今現在、事務局としてはど

ういう約束事になっているのか、まちづくりの協議の中でどのようになって

いるかはちょっと確認できておりません。 

       あと、さっき言ったように市道２８２号線、東側ですよね、東側の道路か

ら本来接道しているので入るのが一般的だというお話で、県道５１号から入

るのではないんじゃないのということだと思いますが、この辺も、通常、県



 7

道５１号線、幾ら排水路があり、その東側に側道があっても、この辺からの

接道については、さっき言われておりますように、南側のほうに農地転用し

た場所もそうなので、あり得ない話ではないのかなと。ただ、何でいいのか

は、事務局としては今現在、確認はできておりません。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号１１について、採決をさせていただきます。 

       許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可相当といたします。 

       次に、議案書６ページ、日程第２、議案第４５号 相続税の納税猶予に関

する適格者証明について を議題といたします。 

       受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 相続税の納税猶予に関する適格者証明について、この証明書は、相続税の

納税猶予の特例の適用を受けようとする際に税務署へ提出する書類の１つに

なります。相続人の要件といたしましては、相続税の申告期限までに相続に

より取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認めら

れる個人であることで、被相続人の要件は、死亡の日まで農業を営んでいた

個人であるとされております。 

       では、議案書６ページ、受付番号２です。被相続人は、上今泉■■■■■

■■■、■■■■、相続開始年月日は、令和５年１０月２８日、申請人は、

上今泉■■■■■■■■、■■■■、特例農地等の明細ですが、海老名市■

■■■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、生産緑地、■■

■平米、ほか２筆、合計が■■■■■■■■平米、議案書のとおりです。こ

ちらの農地につきまして、９月１１日に事務局で現地調査を行いましたが、

農地として適正に管理されていることを確認しました。また、■■さんの世

帯は、海老名市に合計■■■■■平米の耕作地、自作地を所有しております

。農家世帯の構成は、世帯主の■■さん、子の■■さん、■■さんの３名が
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農家台帳に現在記載されております。農業従事者は久男さんのみです。所有

する農機具につきましては、耕運機が２台、トラクター１台、田植機１台、

コンバイン１台、防除機１台、トラック１台となっております。農地は適正

に管理されており、今後農業を行う意思があることから、この案件につきま

しては問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号２について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書７ページから１０ページ、日程第３、議案第４６号 相続税

の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について を議題といたします

。 

       受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 こちらは、現在、相続税の納税猶予の特例適用を受けている農地の現在の

利用状況について、税務署から調査依頼が来たため、現地を調査し、その結

果を税務署へ回答するものです。 

       受付番号１です。相続人は、本郷■■■■■■、■■■■、相続開始年月

日が、平成１６年４月１０日、特例農地等の明細につきましては、本郷■■

■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、■■■平米、ほか１７

筆、議案書のとおりでございまして、こちらは全て市街化調整区域内の農地

です。これらの農地につきまして、事務局で９月１１日に現地調査を行いま

したが、全て良好に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます

。 
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       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号１について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、議案書９ページから１０ページ、受付番号２について、事務

局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号２です。相続人は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■、相続

開始年月日が、平成１６年１１月１６日、特例農地等の明細につきましては

、大谷■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、■■■平米、ほ

か１４筆、議案書のとおりでございまして、こちらも全て市街化調整区域内

の農地でございます。これらの農地につきましても、事務局で９月１１日に

現地調査を行いましたが、全て良好に管理されておりましたので、特に問題

ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号２について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 
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【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書１０ページ、日程第４、議案第４７号 農用地利用集積計画

（案）について「貸し借り」 を議題といたします。 

       受付番号２５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」でござ

います。改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて

、当事者より申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程いた

します。この審議を経て、海老名市に対し計画案を送付しまして、農用地利

用集積計画を定めるよう要請します。海老名市はそれに基づき、農用地利用

集積計画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じます。

海老名市では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を１

２月末としております。 

       それでは、受付番号２５です。借り手は、杉久保北■■■■■■■■■、

■■■■、貸し手は、杉久保南■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする

農地は、杉久保■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、ほか４筆

、議案書のとおりでございます。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目

的は、上から３つの杉久保■■■■■■、■■■及び杉久保■■■■■■、

この３筆が水田、その下の杉久保南■■■■■■■■■、それと■■■■■

■、この２筆が普通畑でございます。貸し借りの期間は、令和６年１０月１

日から令和１１年１２月３１日までの６年間でございます。こちらは農業振

興地域内及び地域外の新規の計画となります。こちらの案件につきまして、

９月１１日に事務局で現地確認を行ったところ、現地は農地として適正に管

理されておりました。また、借り手は市内業者であり、農用地集積計画の法

的要件が定められている改正前の農業経営基盤強化促進法第１９条第４項の

各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２５について、質疑のある方はお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２５について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書１１ページ、日程第５、議案第４８号 生産緑地に係る農業

の主たる従事者についての証明について を議題といたします。 

       受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 生産緑地制度には、農地の所有者の権利救済の観点から、次の３つ

の場合に市町村に対して時価で生産緑地を買い取るように申し出ることがで

きる仕組みがございます。１つ目は、生産緑地に指定されてから３０年が経

過した場合、２つ目が、農林漁業の主たる従事者が死亡した場合、３つ目が

、農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能とさせる故障

を有することとなった場合でございます。２つ目と３つ目の場合に買取り申

出をするときには、農林漁業の主たる従事者の証明を農業委員会から受ける

必要がございます。農林漁業の主たる従事者とは、専業従事者、兼業従事者

にかかわらず、農林漁業経営における中心的な働き手もしくは農林漁業経営

に欠くことのできない者でございます。その者が従事できなくなったため、

当該生産緑地における農林漁業経営が客観的に不可能となるような場合にお

ける当該者を言います。今回、この主たる従事者についての証明願いが提出

されました。市長へ生産緑地を買い取るよう申し出ると、市が買い取るか買

い取らないかの通知を、申出受付の日から１か月以内に行います。市が買い

取らない場合には、農林漁業を行う当事者への斡旋をして、斡旋が整わなけ

れば買取り申出を受けた日から３か月後に行為制限の解除が申出者に通知さ

れるという仕組みでございます。 

       それでは、受付番号５でございます。申請者は、扇町■■■■■■■■、

■■■■、ほか１名、議案書のとおりでございます。買取り申出事由は、死

亡、買取り申出事由発生日は、令和６年５月１２日、買取り申出事由発生者

は、今里■■■■■■■■■、■■■■、続柄ですが、申請者、■■■■は

、買取り申出事由発生者の■、同じく申請者の■■■■は、買取り申出事由
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発生者の■■でございます。買取り申出をする生産緑地は、今里■■■■■

■■■、現況地目、畑、登記簿地目、田、■■■平米、ほか４筆、合計■■

■■■■■■平米でございます。現地の案内図、写真及び公図は資料２－１

、２－２を御覧ください。事務局で９月１１日に現地確認をしたところ、写

真のとおり、農地として管理がなされております。これらのことから、この

証明の発行につきまして問題ないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号５について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       続きまして、受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号６です。申請者は、杉久保北■■■■■■■■

、■■■■でございます。買取り申出事由は、死亡、買取り申出事由発生日

は、令和６年６月２０日、買取り申出事由発生者は、杉久保北■■■■■■

■■、■■■■■、続柄ですが、申請者は、買取り申出事由発生者の■でご

ざいます。買取り申出をする生産緑地は、杉久保北■■■■■■■■、現況

地目、畑、登記簿地目、畑、■■■■■平米のうち■■■■■■平米でござ

います。現地の案内図、写真及び公図は資料３－１、３－２を御覧ください

。事務局で、こちらも９月１１日に現地確認したところ、写真のとおり、農

地として管理がなされておりました。これらのことから、この証明の発行に

つきまして問題ないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 



 13

       それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号６について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書１２ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によ

らない案件の（１）非農地証明書の証明願いによる専決処分について（報告

） を案件といたします。 

       受付番号１について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 非農地証明なんですが、現況が農地法に規定する農地に該当しないと認め

られる土地については、要件を満たすことができれば、農業委員会が農地法

に定める農地ではないという証明をすることができることになっております

。この証明が非農地証明ということになります。非農地の定義は、農地に復

元することが著しく困難であること、転用後の年数が基本的に１０年以上で

あること、現在農地だったとして転用許可を受けることのできる立地などの

条件であること、周辺農地の営農条件に支障が生じていないことなどの要件

がございまして、全ての要件にかなう場合のみ証明を出すことができます。 

       まず、本日、２枚の資料、資料５と資料６でございます。こちらについて

は、本来、６月に報告すべきところでございましたが、遅れて報告すること

となりまして申し訳ございません。 

       では、議案書の１２ページを御覧ください。受付番号１です。申請地は、

上今泉■■■■■■■、登記簿地目、田、■■■平米、申請者は、綾瀬市■

■■■■■■■■■■、■■■■、現在の状況ですが、申請地は、駐車場用

地として整備されておりました。案内図と現地の写真につきましては、資料

５を御覧ください。 

       土地の経過ですが、申請地は、平成１７年に相続で、現所有者となりまし

たが、先代の頃の平成初期に資材置場としてしばらく使用されていたようで
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、その後は農地としても使えず、雑種地として長年放置されていた状態です

。今回、駐車場として利用する計画となったことから、不動産管理会社より

相談がありまして、申請に至りました。５月１０日に、８番委員、２０番委

員、１１番委員と事務局職員とで現地確認をいたしまして、現況は農地とし

て利用されていないことを確認いたしました。また、固定資産所有証明など

も確認いたしまして、転用後の経過年数が１０年以上であることを客観的な

資料からも確認しております。そのほかの要件も満たしていることを確認し

まして、これらの状況から、当該地は非農地に該当すると判断いたしまして

、非農地証明を発行いたしました。 

       以上、報告でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、農地小委員会の意見をお伺いいたします。 

【８番委員】 事務局のほうから説明がありましたとおり、５月１０日に、事務局と、２

０番委員、それと１１番委員で現地を確認してまいりました。当該地なので

すけれども、東側と西側が道路になっておりまして、南側が資材置場、北側

が畑となっており、畑との境界はブロックの上にフェンスが設置されており

ます。現在は、写真のとおり、砂利が敷かれ、駐車場の形態になっておりま

す。農地に復元することも難しく、フェンスも設置されており、隣接農地に

も特に問題がないと考えます。非農地証明の発行については特に問題はない

かと思います。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、受付番号１について、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、報告について了承としたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       続きまして、受付番号２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号２、申請地は、国分北■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■

■■平米、申請者は、国分南■■■■■■■■■、■■■■、現在の状況で
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すが、申請地は、駐車場用地として整備されておりました。案内図と現地の

写真につきましては、資料６を御覧ください。 

       土地の経過でございますが、申請地は、令和２年に相続で、現所有者とな

りましたが、先々代が亡くなる昭和４３年以前から、国分北に平成３０年ま

で営業されていた■■■■■に置場として貸していまして、閉業後は、近隣

の方の月決め駐車場として使用しておりました。今回、携帯電話会社のアン

テナを設置するに当たりまして、地目が畑となっていたことから判明しまし

て、申請に至ったところです。５月１０日に、８番委員、２０番委員、１１

番委員と事務局職員とで現地確認をさせていただきまして、現況は農地とし

て利用されていないということを確認いたしました。また、固定資産所有証

明なども確認いたしまして、転用後の経過年数が１０年以上であることを客

観的な資料からも確認しております。そのほかの要件も満たしていることを

確認しまして、これらの状況から、当該地は非農地に該当すると判断しまし

て、非農地証明を発行いたしました。 

       以上、報告でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、農地小委員会の意見をお伺いいたします。 

【８番委員】 こちらも、同じ日の５月１０日に、現地調査を行いました。国分北の目久

尻川と相鉄線が交差するすぐ横でございました。当該地は、東側と西側が道

路というふうになっており、北側は民家が建っております。現在は砂利が敷

かれており、駐車場となっております。農地に復元することも難しく、隣接

する農地もありませんので、非農地証明については特に問題はないかと思い

ます。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、受付番号２について、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、報告について了承したいと思いますが、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 
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       次に、議案書１３ページ、（２）生産緑地の斡旋について を案件といた

します。 

       生産緑地番号１２５の一部について、事務局から説明をお願いいたします

。 

【主幹兼管理係長】 生産緑地の買取り申出に対して、市長は、買い取らない場合、当該

生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できる

ように斡旋することに努めなければならないとされておりまして、農業委員

会へ斡旋の協力依頼が来ております。 

       それでは、生産緑地番号１２５の一部についてでございます。所在地は、

大谷北■■■■■■■■■、現況は、牛舎、農業用施設、登記簿地目、畑、

面積、■■■■■平米、議案書のとおりでございます。案内図及び現地の写

真につきましては、資料４－１を御覧ください。 

       令和６年８月２日付で、市に対して、現在の土地所有者より、この生産緑

地の買取り申出がされましたが、市では買い取らないことが決定されました

。その後、市から農業委員会に対して斡旋の協力依頼が来ているところでご

ざいます。斡旋につきましては、まず委員の皆様、また、周囲、地区の方に

情報提供をしていただきまして、買取りを希望されている方がいらっしゃい

ましたら、議案書にございますとおり、令和６年１０月３１日の木曜日まで

に事務局へご連絡くださるようお願いいたします。その結果を翌１１月１日

の金曜日に、海老名市都市計画課へ事務局から報告させていただくことにな

ります。 

       なお、申出者の買取り希望価格につきましては、もしお知りになりたい委

員がいらっしゃいましたら、後ほど事務局までお越しいただければと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、斡旋の内容について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、斡旋がある期限までに報告をしていただきたいと思い

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 
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         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。それでは、そのようにお願いいたします。 

       次に、議案書１４ページから２２ページ、（３）農地転用届出による専決

処分について を案件といたします。 

       １４ページの農地法第４条４件、１５ページから２２ページの第５条３４

件について、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主  事】 農地転用届出による専決処分について、まず、議案書１４ページを御覧く

ださい。こちらは、農地法第４条第１項第７号の規定による届出です。届出

期間につきましては、令和６年８月１日から８月３１日まで、受付番号２５

から２８の４件で、田が１，０３６平米、畑が６８４平米、合計が１，７２

０平米でございます。 

       続きまして、議案書の１５ページから２２ページ、最後のページまでを御

覧ください。こちらは、農地法第５条第１項第６号の規定による届出でござ

います。届出期間は、同じく、令和６年８月１日から８月３１日まで、受付

番号３８から７１の３４件で、田が２万５，９２４平米、畑が４，４２７．

８９平米、合計が３万３５１．８９平米でございます。 

       なお、参考までに、議案書１７ページの受付番号４６から議案書２１ペー

ジの受付番号６６までの２１件につきましては、市役所東側において市街化

区域に編入された土地であり、今後、複合施設や公衆浴場が計画された土地

の届出となっております。これらにつきまして、専決処分で受理したことを

一括してご報告いたします。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

       次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょうか。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 事務局からは。 

【事務局長】 ございません。 

【議  長】 ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

       ２番委員から閉会のご挨拶をお願いいたします。 

【２番委員】 本日も円滑な議事進行にご協力賜りまして、ありがとうございました。 

       以上をもちまして、令和６年第９回定例総会を閉会とさせていただきます

。ありがとうございました。 

― 了 ― 

 


